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平成 28 年 5 月期決算短信の遅延理由および今後の決算開示に関するお知らせ 
  
 当社は、平成 28年 5月期決算短信を平成 28年 10月 28日に開示いたしましたが、当該開示が

期末後 50 日を超えたことについての理由および今後の決算開示について、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

1.決算短信の開示が期末後 50日を超えた理由 

当社は、平成 28年 7月 29 日付「第三者委員会設置および平成 28年 5月期決算発表の日程変更

に関するお知らせ」でお知らせいたしました米国現地法人(Suminoe Textile of America  以下

「STA」といいます。)における会計処理問題の調査について、米国における外部調査機関による

調査の発見事項に加えまして、未了事項に対する追加手続を社内調査委員会が実施し STAにおけ

る不適切な会計処理の全容を解明するとともに、外部調査機関による発見事項に対する当社の関

与等を第三者委員会が調査しております。また、第三者委員会は、当社の社内調査委員会が実施

した類似の事案の有無等の調査についても重要な不備がないかどうか確認しており、当社は、第

三者委員会よりそれらの調査結果にかかる調査報告書を受領しております。 

これらの外部調査機関および第三者委員会の調査結果の内容や社内調査委員会が独自に調査し

た不適切会計処理の内容、会計処理の修正内容等について、社内調査委員会としての調査報告書

を取りまとめました。 

以上の結果を反映した決算短信を平成 28年 10月 28日に開示いたしましたが、期末後 50日を

超えることとなりました。 

 

2.今後の決算の開示について 

 当社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、今後の開示時期につきましては、

期末後 50 日を超えることのないよう、さらなる社内体制の整備を進め、決算短信を 45日以内に

開示するよう取り組んでまいります。 

 なお、平成 29年 5月期第 1四半期決算短信については、現在数値を取りまとめ中であり 11月

中旬には開示できる予定です。 

 

今回の会計処理問題により、株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑、ご

心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。 

以 上 


